
 

 

啓発資材の作成について 

 

１ 目的 

本県のジェネリック医薬品（以下「ＧＥ」という。）の数量シェアは平成２７年度

に５８．２％となっているが、平成２７年６月に政府より「ＧＥ数量シェアの目標

値について、平成２９年央に７０％以上とするとともに、平成３０年度から３２年

度末までの間のなるべく早い時期に８０％以上とする」との新たな目標が示される

など、さらなるＧＥの使用促進が求められている。 

ＧＥの使用促進に係る県民への啓発は、県や各保険者等の様々な関係機関におい

て取り組まれているが、これまでは、ＧＥへの切替による自己負担軽減可能額を個々

の患者に通知するなど、自己負担額の軽減が一定程度見込まれる患者を対象とした

ものが多かった。しかし、上記の新たな目標を達成するには、自己負担の軽減がな

いもしくはわずかの場合でも、切替の促進が図られるような啓発を併せて行ってい

く必要がある。 

そこで、ＧＥへの切替による自己負担の軽減がないもしくはわずかであっても、

保険医療財政の節約や優れた保険医療制度の次世代への継承に貢献できることを訴

える啓発効果の高いポスター及びリーフレットを制作する。 

 

２ 啓発資材のデザイン 

 （１）ポスター 

   保険医療財政の節約や優れた保険医療制度の次世代への継承に貢献できること

を訴えるデザインとする。 

 （２）リーフレット 

 （１）ポスターのデザインに加えて、ＧＥに関する説明及びＧＥ希望カードを付

けたデザインとする。なお、ＧＥに関する説明は、昨年度本協議会で作成した「ジ

ェネリック医薬品Ｑ＆Ａ（別添）」の文言の一部を採用する。 

 

３ 配布先等（予定） 

 （１）ポスター 

   ・福岡県内の医療機関及び薬局へ配布 

 （２）リーフレット 

 ・後期高齢者医療広域連合の実施する差額通知への同封 

・福岡県内の薬局へ配布 

・市町村国民健康保険担当課への配布 

 ・福祉事務所等への配布（生活保護受給世帯への配布） 等 

 

 

 

 

資料３ 



４ 作成方法、実施スケジュール等 

 （１）作成方法 

   公募型プロポーザル方式（※）で実施 

    （※）デザイン等の企画・提案を競争させ、審査の上で目的に最も適した案を

提示した業者と契約する方法。 

（２）スケジュール（予定） 

  ７月下旬   公募開始 

  ９月中旬   提案の審査 

  ９月下旬   委託業者の決定 

  １０～１１月  ポスター・リーフレットの配布 

（３）審査（案） 

  応募された企画・提案の選定における審査員は、福岡県ジェネリック医薬品使用

促進協議会委員の一部及び福岡県保健医療介護部薬務課職員とする。 

 






